
議案第８号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則について、別紙のとおり議決を

求めます。

平成３０年３月１７日

鳥取県教育委員会教育長 山 本 仁 志



地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整備

に関する規則

（鳥取県教育委員会公告式規則の一部改正）

第１条 鳥取県教育委員会公告式規則（昭和25年鳥取県教育委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（規則の公布方法） （規則の公布方法）

第２条 委員会規則は教育長が署名した後委員会規則 第２条 委員会規則は委員長が署名した後委員会規則

であることを明記し、番号を附して公布する。 であることを明記し、番号を附して公布する。

（鳥取県教育委員会会議規則の一部改正）

第２条 鳥取県教育委員会会議規則（昭和31年鳥取県教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に 第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」と 関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第

いう。）第16条の規定に基づき教育委員会の会議 76号）による改正前の地方教育行政の組織及び運営

（以下「会議」という。）に関し必要な事項を定め に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」

るものとする。 という。）第15条の規定に基づき教育委員会の会議

（以下「会議」という。）に関し必要な事項を定め

るものとする。

（会議） （会議）

第２条 略 第２条 略

２ 略 ２ 略

３ 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員 ３ 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、または委

２名以上の者から会議に附議する事項を示して請求 員３名以上の者から会議に附議する事項を示して請

があったときこれを招集する。 求があったときこれを招集する。

４ 法第14条第７項ただし書の規定により会議を公開 ４ 法第13条第６項ただし書の規定により会議を公開

しないことができる事件は、次に掲げる事件とす しないことができる事件は、次に掲げる事件とす

る。 る。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

（会議の傍聴） （会議の傍聴）

第３条 会議は、法第14条第７項ただし書の規定によ 第３条 会議は、法第13条第６項ただし書の規定によ

り公開しないこととしたときを除き、傍聴させるこ り公開しないこととしたときを除き、傍聴させるこ

とができる。 とができる。

（会議の招集） （会議の招集）

第４条 略 第４条 略

２ 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに ２ 会議の招集を行った場合には、委員長は、直ちに



会議の場所及び日時並びに会議に附する事項をイン 会議の場所および日時ならびに会議に附する事項を

ターネットを利用して公表するものとする。 告示するものとする。

第５条 教育長及び委員は、招集の当日、指定の時刻 第５条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指

までに、指定の場所に参集しなければならない。 定の場所に参集しなければならない。

２ 委員は、招集に応ずることができないときは、そ ２ 委員は、招集に応ずることができないときは、そ

の事由を具して会議開会前までに教育長に届け出な の事由を具して会議開会前までに委員長に届け出な

ければならない。 ければならない。

（開会および閉会の宣告） （開会および閉会の宣告）

第７条 会議の開会および閉会は、教育長がこれを宣 第７条 会議の開会および閉会は、委員長がこれを宣

告する。 告する。

（会議の時間） （会議の時間）

第８条 会議は、午前10時から午後５時までとする。 第８条 会議は、午前10時から午後５時までとする。

ただし、教育長は必要により会議に諮って、これを ただし、委員長は必要により会議にはかって、これ

変更することができる。 を変更することができる。

（議事） （議事）

第９条 会議に提出された議案その他の事件を会議の 第９条 会議に提出された議案その他の事件を会議の

議題とするときは、教育長がこれを宣告する。 議題とするときは、委員長がこれを宣告する。

第10条 教育長は、審議上必要と認めるときは、数件 第10条 委員長は、審議上必要と認めるときは、数件

を一括して議題とすることができる。 を一括して議題とすることができる。

第13条 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮 第13条 動議が提出されたときは、委員長は会議には

って、これを議題としなければならない。 かって、これを議題としなければならない。

（発言） （発言）

第16条 発言しようとする委員は、教育長の許可を得 第16条 発言しようとする委員は、委員長の許可を得

て発言しなければならない。 て発言しなければならない。

２ ２人以上の委員が発言を求めたときは、先に発言 ２ ２人以上の委員が発言を求めたときは、さきに発

した委員に、同時に発言したときは、教育長が指名 言した委員に、同時に発言したときは、委員長が指

した委員に発言させるものとする。 名した委員に発言させるものとする。

第18条 教育長は、質疑および討論が尽きたと認めた 第18条 委員長は、質疑および討論がつきたと認めた

ときは、その終結を宣告しなければならない。 ときは、その終結を宣告しなければならない。

（採決） （採決）

第19条 教育長は、採決しようとするときは、その議 第19条 委員長は、採決しようとするときは、その議

題を会議に宣告する。 題を会議に宣告する。

２ 略 ２ 略

第20条 同一の議題について２つ以上の修正案が提出 第20条 同一の議題について２つ以上の修正案が提出

されたときは、教育長は、原案に最も遠いと認める されたときは、委員長は、原案に最も遠いと認める



ものから順次採決する。 ものから順次採決する。

第23条 略 第23条 略

２ 前項による投票の方法は、教育長が会議に諮って ２ 前項による投票の方法は、委員長が会議にはかっ

これを決める。 てこれを決める。

第24条 教育長は、異義のない議題については、前条 第24条 委員長は、異義のない議題については、前条

の規定にかかわらず、直ちにその可否を宣告するこ の規定にかかわらず、直ちにその可否を宣告するこ

とができる。 とができる。

第25条 議決の結果は、教育長がこれを宣告する。 第25条 議決の結果は、委員長がこれを宣告する。

（請願および陳情） （請願および陳情）

第26条 請願および陳情があったときは、教育長は会 第26条 請願および陳情があったときは、委員長は会

議に諮って採否を決定する。 議にはかって採否を決定する。

第27条 請願および陳情の取扱手続については、教育 第27条 請願および陳情の取扱手続については、委員

長が別にこれを定める。 長が別にこれを定める。

（規律） （規律）

第28条 会議中委員が離席又は退席をしようとすると 第28条 会議中委員が離席または退席しようとすると

きは、教育長の承認を受けなければならない。 きは、委員長の承認を受けなければならない。

第29条 委員が遅参したときは、その旨教育長に通告 第29条 委員が遅参したときは、その旨委員長に通告

し、着席しなければならない。 し、着席しなければならない。

（懲罰） （懲罰）

第31条 教育長は、懲罰事犯があると認めたとき又は 第31条 委員長は、懲罰事犯があると認めたときまた

委員２人以上の動議があるときは、会議の議決によ は委員２人以上の動議があるときは、会議の議決に

って次の懲罰を科することができる。 よって次の懲罰を科することができる。

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

第32条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなけれ 第32条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 ばならない。

(１) 略 (１) 略

(２) 出席した教育長並びに出席委員及び欠席委員 (２) 出席委員及び欠席委員の氏名

の氏名

(３)～(７) 略 (３)～(７) 略

(８) その他教育長又は会議において、必要と認め (８) その他委員長又は会議において、必要と認め

た事項 た事項

２ 議事録には、出席委員のうちから教育長の指名す ２ 議事録には、出席委員のうちから委員長の指名す

る委員２人が署名しなければならない。 る委員２人が署名しなければならない。

（鳥取県教育委員会事務局等組織規則の一部改正）

第３条 鳥取県教育委員会事務局等組織規則（昭和39年鳥取県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正



する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務 第１条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務

を処理させるための組織を構成する機関（学校を除 を処理させるための組織を構成する機関（教育長及

く。以下同じ。）の設置、内部組織、所掌事務その び学校を除く。以下同じ。）の設置、内部組織、所

他の組織上必要な事項を規定するものとする。 掌事務その他の組織上必要な事項を規定するものと

する。

（鳥取県教育委員会傍聴規則の一部改正）

第４条 鳥取県教育委員会傍聴規則（昭和51年鳥取県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（傍聴の手続等） （傍聴の手続等）

第２条 会議を傍聴する者（以下「傍聴人」とい 第２条 会議を傍聴する者（以下「傍聴人」とい

う。）は、あらかじめ傍聴人受付簿にその住所及び う。）は、あらかじめ傍聴人受付簿にその住所、氏

氏名を記入し、係員の指示に従って、傍聴席に着席 名及び年齢を記入し、係員の指示に従って、傍聴席

しなければならない。 に着席しなければならない。

（傍聴することができない者） （傍聴することができない者）

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を 第３条 次の各号の一に該当する者は、会議を傍聴す

傍聴することができない。 ることができない。

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

(３) その他教育長において傍聴を不適当と認める (３) その他委員長において傍聴を不適当と認める

者 者

（傍聴人の数の制限） （傍聴人の数の制限）

第４条 教育長は、会議の運営上必要があると認める 第４条 委員長は、会議の運営上必要があると認める

ときは、傍聴人の数を制限することができる。 ときは、傍聴人の数を制限することができる。

（退場） （退場）

第６条 傍聴人は、会議を公開しないこととする旨の 第６条 傍聴人は、会議を公開しないこととする旨の

議決があったとき、又は教育長が会議の閉会を宣告 議決があったとき、又は委員長が会議の閉会を宣告

したときは、直ちに退場しなければならない。 したときは、直ちに退場しなければならない。

（退場の命令） （退場の命令）

第７条 教育長は、傍聴人がこの規則の規定に違反し 第７条 委員長は、傍聴人がこの規則の規定に違反し

たときは、その者に退場を命ずることができる。 たときは、その者に退場を命ずることができる。

（教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正）

第５条 教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和55年鳥取県教育委員会規則第２号）の一部を次のよう

に改正する。



次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委任） （委任）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その 第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その

権限に属する事務を教育長に委任する。 権限に属する事務を教育長に委任する。

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略

(７) 教育長の任免その他の人事に関すること。

(８) 教育長職務代行者の指定に関すること。

(７) 略 (９) 略

(８) 略 (10) 略

(９) 略 (11) 略

(10) 略 (12) 略

(11) 略 (13) 略

(12) 略 (14) 略

(13) 略 (15) 略

(14) 略 (16) 略

(15) 略 (17) 略

(16) 略 (18) 略

(17) 略 (19) 略

(18) 略 (20) 略

(19) 略 (21) 略

(20) 略 (22) 略

(21) 略 (23) 略

(22) 略 (24) 略

(23) 略 (25) 略

(24) 略 (26) 略

（委任事務等の報告） （委任事務等の処理の特例）

第４条 教育長は、第２条の規定により委任を受けた 第４条 教育長は、第２条の規定により委任を受けた

事務及び前条の規定により臨時に代理をした事務に 事務について、重要かつ異例の事態が生じたとき

ついて、重要かつ異例の事態が生じたとき又は委員 は、教育委員会の指揮を受けて処理しなければなら

から報告の請求があったときは、その事務の管理及 ない。

び執行の状況を教育委員会に報告しなければならな

い。

（日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正）

第６条 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則（平成12年鳥取県教育委員会

規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（公の意思の形成への参画に携わる職） （公の意思の形成への参画に携わる職）

第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次に 第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次に

掲げる職とする。 掲げる職とする。



(１) 教育長

(１) 略 (２) 略

(２) 略 (３) 略

(３) 略 (４) 略

(４) 略 (５) 略

(５) 略 (６) 略

(６) 略 (７) 略

(７) 略 (８) 略

(８) 略 (９) 略

(９) 略 (10) 略

（教育長の給与の支給に関する規則の廃止）

第７条 教育長の給与の支給に関する規則（平成９年鳥取県教育委員会規則第10号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附則第２条第１項

に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間においては、第１条の規定による改

正後の鳥取県教育委員会公告式規則の規定、第２条の規定による改正後の鳥取県教育委員会会議規則の規定、

第３条の規定による改正後の鳥取県教育委員会事務局等組織規則の規定、第４条の規定による改正後の鳥取県

教育委員会傍聴規則の規定、第５条の規定による改正後の教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定及

び第６条の規定による改正後の日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の規

定は適用せず、第１条の規定による改正前の鳥取県教育委員会公告式規則の規定、第２条の規定による改正前

の鳥取県教育委員会会議規則の規定、第３条の規定による改正前の鳥取県教育委員会事務局等組織規則の規

定、第４条の規定による改正前の鳥取県教育委員会傍聴規則の規定、第５条の規定による改正前の教育長に対

する事務の委任等に関する規則の規定、第６条の規定による改正前の日本の国籍を有しない者を任用すること

ができない職の範囲を定める規則の規定及び第７条の規定による廃止前の教育長の給与の支給に関する規則の

規定は、なおその効力を有する。


